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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔内画像処理のための方法であって、前記方法は、コンピュータシステム上で少なく
とも部分的に実行され、
　反射率画像処理手法及び蛍光発光画像処理手法の少なくとも一方により１つ以上の歯の
デジタル画像を得るステップと、
　前記１つ以上の歯の第１の境界および第２の境界を検出するステップと、
　前記第１の境界の片側の歯領域の平均グレースケール値と、前記第１の境界の反対側の
非歯領域の平均グレースケール値との第１の比、および、前記第２の境界の片側の歯領域
の平均グレースケール値と、前記第２の境界の反対側の非歯領域の平均グレースケール値
との第２の比を計算し、計算された前記第１の比および前記第２の比をメモリに記憶する
ステップと、
　前記第１の境界の近傍の前記歯領域の前記平均グレースケール値と、前記第２の境界の
近傍の前記歯領域の前記平均グレースケール値との第３の比を計算し、前記第３の比を前
記メモリに記憶するステップと、
　前記第１の比、前記第２の比、および前記第３の比を用いて、歯の表面を平滑面または
咬合面のいずれかに分類するステップと、
　前記歯の表面の分類に従って、前記デジタル画像を用いて歯科画像処理および口腔内画
像処理の少なくとも一方を実行するステップと、
　処理結果を報告するステップと、
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　を含む、方法。
【請求項２】
　前記デジタル画像は、口腔内カメラ画像システムにより得られた静止画像または動画像
であり、
　前記平均グレースケール値は、前記第１の境界と第２の境界との間の距離の３分の１以
内である前記デジタル画像の部分からのものである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　齲蝕検出のための方法であって、前記方法は、ディスプレイを有するコンピュータシス
テム上で少なくとも部分的に実行され、
　反射率画像処理手法及び蛍光発光画像処理手法の少なくとも一方により１つ以上の歯の
デジタル画像を得るステップと、
　前記１つ以上の歯の第１の境界および第２の境界を検出するステップと、
　前記第１の境界および第２の境界のそれぞれにおいて、前記境界の片側の歯領域の平均
グレースケール値と、前記境界の反対側の非歯領域の平均グレースケール値との境界比を
計算し、計算された前記境界比をメモリに記憶するステップと、
　前記第１の境界の近傍の前記歯領域の前記平均グレースケール値と、前記第２の境界の
近傍の前記歯領域の前記平均グレースケール値との第３の比を計算し、前記第３の比を前
記メモリに記憶するステップと、
　少なくとも計算された前記境界比および前記第３の比を含むベクトルを形成し、記憶す
るステップと、
　記憶された前記ベクトルに従って、歯の表面を平滑面または咬合面のいずれかに分類す
るステップと、
　前記歯の表面の分類に従って、齲蝕を検出するために前記デジタル画像を処理するステ
ップと、
　処理結果をディスプレイ上で報告するステップと、
　を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、口腔内および歯科画像処理に関する。より具体的には、その後に続
く処理のための歯の表面の分類のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検出、治療、予防手法の改善にもかかわらず、虫歯は、すべての年齢群の人々を冒す広
く流行している疾患であり続けている。適切かつ直ちに治療が行われないと、齲蝕は、永
久的な歯の損傷、歯の喪失さえにも成る可能性がある。
【０００３】
　齲蝕検出の従来の方法は、放射線（Ｘ線）画像処理によってしばしば補助される、視覚
による検査および尖った歯科用探針器での触診を含む。これらの方法を利用した検出は、
幾分主観的である可能性があって、開業医の経験、感染部位の場所、感染の程度、観察条
件、Ｘ線装置および処理の精度、ならびに他の要素を含む多くの要素のため精度に変化が
ある。従来の検出手法に関連して、Ｘ線照射への暴露の他、脆弱化した歯を害し、触診方
法により感染を拡大するリスクもある。齲蝕が視覚、触診検査で明らかになる時までには
、疾病は、一般に進行したステージにあり、充填剤が必要で、時宜を得て治療されなけれ
ば歯の喪失に至る可能性がある。
【０００４】
　改善された齲蝕検出方法の必要に応えて、Ｘ線を採用しない改善された画像処理手法に
大いに関心があった。商用化された１つの方法は、歯が高輝度の青色光を照射されたとき
に起こる蛍光発光を採用している。この手法は、量子光誘起蛍光発光（ＱＬＦ）と称され
、いくつかの波長による励起下で健全で健康な歯のエナメル質が齲蝕感染によって損傷さ
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れた非石灰化エナメル質よりもより高輝度の蛍光発光を発生させる原理に基づいて動作す
る。石灰化分の喪失と青色光励起の蛍光発光の喪失との強い相関関係は、したがって歯の
齲蝕領域の特定および評価に利用される。スペクトルのある領域で、齲蝕領域のバクテリ
アおよびバクテリアの副産物が健康な領域よりもより顕著に吸収し、蛍光発光する別の関
係が、赤色光励起で発見された。
【０００５】
　蛍光発光手法において、得られる画像コントラストは、疾患の重症度に対応すると認識
されている。これらの手法を利用した齲蝕の正確な特定は、齲蝕と健全な歯の構造との間
の蛍光発光の違いが早期ステージの齲蝕では非常に小さいので、初期または早期齲蝕を超
えて疾患がより進行したステージであることをしばしば必要とする。このような場合では
、蛍光発光手法を利用した検出精度は、従来の方法に対して、際立った改善を示さないこ
とがある。この理由で、蛍光発光効果の利用は、初期齲蝕の正確な診断を妨げる実用限界
を有するように見える。その結果、齲蝕疾患は、より重大、例えば充填物を必要とするよ
うになるまで、検出されずにあり続けることがある。
【０００６】
　極早期ステージにおける齲蝕の検出は、予防歯科にとって特別な関心がある。すでに説
明したように、従来の手法では、疾患が回復させることのできるステージで齲蝕を検出す
るのに、概して失敗する。経験に基づくと、初期齲蝕は歯のエナメル質内部まで実質的に
は侵入していない病変である。歯の象牙質部分を脅かす前にそのような齲蝕病変が特定さ
れるときに、早期損傷を回復し、充填物の必要を防ぐ再石灰化がしばしば達成されること
ができる。より進行した齲蝕は、しかしながら、治療することが増大的により困難になり
、非常に多くの場合、ある種類の充填またはその他の種類の治療介入を必要とする。
【０００７】
　齲蝕を未然に防ぐための非侵襲的歯科手法の機会を活用するために、発症時に齲蝕が検
出されるのが望ましい。多くの場合において、検出のこのレベルは、ＱＬＦ等、既存の蛍
光発光画像処理手法を利用して達成するのは、困難であることが発見された。その結果、
早期齲蝕は、検出されずにあり続ける可能性があり、したがって、陽性の検出が得られた
ときには、低コストの予防的措置を利用した回復の機会が失われている可能性がある。
【０００８】
　同一出願人による米国特許出願第２００８／００５６５５１号において、歯の反射率お
よび蛍光発光画像両者を採用する方法および装置が齲蝕を検出するために利用される。齲
蝕を検出するための改善された歯科画像処理手法を提供するために初期齲蝕のために蛍光
発光効果と組み合わせて、観測される後方散乱または反射率を採用する。この手法は、反
射率増進を伴う蛍光発光画像処理（ＦＩＲＥ）と称され、以前のアプローチよりも画像の
コントラストを促進し、予防措置が効果を起こし易いステージでの初期齲蝕を検出する。
有利なことに、ＦＩＲＥ検出は、蛍光発光のみを測定する既存の蛍光発光アプローチを利
用するものに示されるより、齲蝕感染のより早いステージで正確である可能性がある。本
出願は、ＦＩＲＥ画像を生成するための、ダウンシフト方法を説明する。
【０００９】
　同一出願人による同時係属の「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　Ｃ
ＡＲＩＥＳ」と題する第ＰＣＴ／ＣＮ２００９／００００７８号は、照射変化に対する低
減された感度を伴うＦＩＲＥ画像の生成のための形態的方法を説明する。
【００１０】
　歯の表面はそれ自体複雑である。歯の頬側および舌側表面は、特徴的に平滑であって、
歯の片側から反対側へ漸次変化する輪郭を伴う。一方、咬合面は典型的に穴があり、歯の
表面に渡って、著しい数のスロープおよび輪郭の推移がある。これら表面の特徴の相違点
の結果、同じ種類の画像処理および分析手法は、両者の種類の歯の表面で同じようには、
しばしば効果がない。頬側または舌側表面に沿った齲蝕領域の特徴的外観は、咬合面の齲
蝕とは著しく異なる可能性がある。これら非類似の種類の表面は、齲蝕領域と鏡面反射の
コントラストに関して、例えば異なって反応する可能性がある。低石灰化および他の効果
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は、疑わしい齲蝕領域を検出するように設計された画像処理アルゴリズムを混乱させる可
能性がある。
【００１１】
　齲蝕検出に加えて、歯の表面の特徴付けは、例えば、歯の色合いおよび外見に関連する
処理を含む、他の種類の口腔内および歯科画像処理、ならびに口腔内画像の全般的な分類
に有用である可能性がある。
【００１２】
　したがって、他の処理はもちろん、齲蝕検出手法の適用を試みる前に歯の表面の種類を
分類することは、有益であることが理解され得る。画像分析におけるこの追加のステップ
は、齲蝕検出精度を改善するのに寄与し、偽陽性の数を削減する可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許出願第２００８／００５６５５１号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１０／０８３６２３号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、虫歯検出のための画像処理手法を促進することにある。本発明の実施
形態は、歯の表面の性質に依存して、適切な画像処理方法が利用されることができるよう
に歯の表面をより正確に分類する必要に対処するものである。本発明の方法の優位性は、
歯の表面が平滑面または咬合面であることを、操作者の介入なしに、自動的に決定可能な
ことであり、したがって、齲蝕検出アルゴリズムがその次の適用されるときに、偽陽性の
数を削減する。
【００１５】
　したがって、１つ以上の、以下の優位性を伴う歯の表面の分類方法が説明される。（１
）歯の表面は、自動的に分類され得る、（２）結果はかなり堅牢であって、照射の変動に
は感応性がない、（３）本方法は、大規模の計算複雑性を利用せず、リアルタイムで実行
され得る、（４）本方法は、静止画像または動画にて自動ハイライトを伴って齲蝕検出に
利用される。本方法は、異なる種類の口腔内カメラ画像システムの多くで直ちに使用でき
る。本方法を応用することは、患者の歯の疾患を適切に評価するのに要される時間量を削
減するのに、役立ち得る。
【００１６】
　これらの目的は、例証的な例としてのみ与えられ、かかる目的は、本発明の１つ以上の
実施形態の例示であり得る。開示される発明によって本質的に達成される他の望ましい目
的および利点が、当業者に想到されるか、または明らかとなり得る。本発明は、添付の特
許請求の範囲によって規定される。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の一態様によれば、口腔内画像処理のための方法が提供され、該方法は、コンピ
ュータシステム上で少なくとも部分的に実行され、１つ以上の歯のデジタル画像を得るス
テップと、１つ以上の歯の第１の境界および第２の境界を検出するステップと、第１の境
界および第２の境界のそれぞれにおいて、境界の片側の歯領域の平均グレースケール値と
、境界の反対側のバックグラウンド領域の平均グレースケール値との境界比を計算し、計
算された境界比をメモリに記憶するステップと、第１の境界の近傍の歯領域の平均グレー
スケール値と、第２の境界の近傍の歯領域の平均グレースケール値との第３の比を計算し
、第３の比をメモリに記憶するステップと、少なくとも計算された境界比および第３の比
を含むベクトルを形成し、記憶するステップと、記憶されたベクトルに従って、歯の表面
を平滑面または咬合面のいずれかに分類するステップと、歯の表面の分類に従って、デジ
タル画像を処理するステップと、処理結果を報告するステップと、を含む、方法である。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明の前述のおよび他の目的、特徴、および利点は、添付の図面において例証される
、本発明の実施形態の次のより特定の説明から明らかとなるであろう。図面の要素は、相
互に対して必ずしも一定の縮尺ではない。
【００１９】
【図１】齲蝕検出のステップを示す論理フロー図である。
【図２】歯の例示的白色光画像である。
【図３】歯の例示的蛍光発光画像である。
【図４】バックグラウンドコンテンツを特定する閾値を境にした２値化を示す。
【図５】歯茎組織コンテンツを特定する閾値を境にした２値化を示す。
【図６】歯コンテンツを特定する閾値を境にした２値化を示す。
【図７】図１～２の歯の境界分割を示す画像である。
【図８】頬側のビューの境界分割を示す画像である。
【図９】咬合面のビューの境界分割を示す画像である。
【図１０】歯の分類のために利用される特徴ベクトルを構成するための処理ステップを示
す論理フロー図である。
【図１１Ａ】後続のグレースケール比計算の境界線の拡張を示す画像である。
【図１１Ｂ】平均グレースケール計算の境界線の片側の領域を特定することを示す画像で
ある。
【図１１Ｃ】平均グレースケール計算の境界線の反対側の領域を特定することを示す画像
である。
【図１２Ａ】後続のグレースケール比計算の境界線の拡張を示す画像である。
【図１２Ｂ】平均グレースケール計算の境界線の片側の領域を特定することを示す画像で
ある。
【図１２Ｃ】平均グレースケール計算の境界線の反対側の領域を特定することを示す画像
である。
【図１３】図１の検出ステップを展開する論理フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下は、本発明の好ましい実施形態の詳細な説明であり、図面が参照され、その中で同
一の参照番号は複数の図面のそれぞれにおいて同じ構造の要素を特定する。
【００２１】
　本出願は、参照することによって全体が本明細書に取り込まれる、「Ａ　ＭＥＴＨＯＤ
　ＦＯＲ　ＴＯＯＴＨ　ＳＵＲＦＡＣＥ　ＣＬＡＳＳＩＦＩＣＡＴＩＯＮ」と題する２０
１１年３月２１日に出願された米国仮出願第６１／４５４，７６１号に対して、優先権を
主張する。
【００２２】
　「第１の」、「第２の」、「第３の」等という用語は、使用されるときには、順番また
は優先関係を必ずしも意味しないが、１つの要素または期間を他からより明確に区別する
ために使用されることがある。
【００２３】
　表示された特徴に対する「ハイライト表示」という用語は、情報および画像表示技術分
野の当業者に理解される、その従来の意味を有する。一般に、ハイライト表示は、見る者
の注意を引き付けるために、何らかの形態の局所化された表示の向上を使用する。例えば
、個別の歯もしくは他の構造、または１つの特徴から次の特徴への経路等の画像の一部分
をハイライト表示することは、注釈の付加、近傍もしくは上に位置する記号の表示、輪郭
を描くこともしくはトレースすること、他の画像もしくは情報コンテンツを異なる色もし
くは著しく異なる輝度もしくはグレースケール値で表示すること、表示の一部分の点滅表
示もしくはアニメ化、またはより高度の鮮明さもしくはコントラストでの表示に制限され
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ないが、これらを含む、多くの方法のいずれかにより達成され得る。
【００２４】
　図１の論理フロー図は、本発明の実施形態による、齲蝕検出の一連のステップを示す。
初期化ステップＳ１００において、分析のための１つ以上の歯のデジタル画像データが得
られる。境界検出ステップＳ１１０が実行され、歯領域セグメンテーションの結果に基づ
いて、歯の境界を計算する。画像正規化ステップが、ピクセル輝度値を後続の画像処理に
好適なプリセット範囲に正規化するために実行される。例として、図２は、正規化された
白色光画像１０を示す。図３は、対応する蛍光発光画像２０を示す。
【００２５】
　バックグラウンド領域検出がその次に続き、ここでは、歯領域セグメンテーションユー
ティリティが歯領域を歯茎領域およびバックグラウンド領域から分離するために使用され
る。歯領域および歯茎領域の輝度は、バックグラウンドのものより高いので、バックグラ
ウンド領域が、閾手法に基づいて最初に検出され得る。現状のアルゴリズムにおいて、正
規化された白色光画像を処理するために固定閾値が利用される。代替では、白色光画像お
よび図３の蛍光発光画像２０の対応するチャネルが、閾値を境に２値化するのに利用され
る。この代替の順序において、本アルゴリズムは、白色光画像および蛍光発光画像の緑色
チャネルを、それぞれ閾値を境に２値化する。その次に、閾領域の和集合が計算され、そ
の中で白色光画像および蛍光発光画像からの閾結果がバックグラウンド領域とみなされる
。
【００２６】
　図１の順序を続けると、歯茎領域が、境界検出ステップＳ１１０の一部として検出され
る。歯茎は、白色光画像で赤であるので、色情報によって直ちに特定され、除去され得る
。本発明の実施形態によると、白色光画像の赤色チャネルと緑色チャネルとの間の比が、
歯領域から歯茎を区別するために利用される。ある領域の色チャネルの比がプリセット値
よりも高いならば、画像の対応する部分は、歯茎領域として計算され得る。バックグラウ
ンド領域および歯茎領域を除去後、残る領域は歯領域の一部であるとみなされる。
【００２７】
　図４～６は、図２～３に示される画像のセグメンテーション結果を提供するために利用
される２成分閾画像の例を示す。図４は、白で示される歯でも歯茎組織でもない画像コン
テンツを伴うバックグラウンド領域画像４０を示す。図５は、歯茎組織が白で示される歯
茎領域画像５０を示す。図６は、歯コンテンツが白で示される歯領域画像６０を示す。図
７に示されるように、外形３２は、歯領域の境界に沿ってトレースされることができ、し
たがって、例えば境界画像３０に表示するための歯の境界を特定する。
【００２８】
　歯の境界が検出されると、場所情報に基づいて、歯の境界は、境界分割ステップＳ１２
０（図１）で２つのセクションに分割される。その次に、分割された歯の境界に基づいて
、特徴が取り出されることが可能である。頬側および舌側表面では、歯の境界分離は、歯
茎領域の近傍の第１のセクションおよびバックグラウンド領域の近傍の第２のセクション
の、２つのセクションを特定する。図８は、頬側表面の境界分割画像７０を示す。境界線
７４および７６は、この表面タイプの異なる境界セクションを示す。線７４を境界とする
非歯領域は歯茎領域であって、緑色チャネルのより高いピクセル輝度値を有する。線７６
を境界とする非歯領域は、バックグラウンド領域であって、緑色チャネルのより低いピク
セル輝度値を有する。
【００２９】
　咬合面では、図９の画像８０に示されるように、歯の境界は、歯列の方向に従って、２
つのセクションに分割される。１つのセクションが線８２で示され、この線に隣接する非
歯領域は、緑色チャネルにおいて、より低いピクセル輝度値を有する。他のセクションは
、線８４でハイライト表示され、この線に隣接する非歯領域は、緑色チャネルにおいて、
より高いピクセル輝度値を有する。境界は、歯を横断して画像に沿って変化し得る距離Ｄ
で分離される。



(7) JP 6038112 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

【００３０】
　図１の順序を再び参照すると、特徴抽出ステップＳ１３０は、歯の表面のさらなる分類
のために、境界分割ステップＳ１２０の結果をその次に利用する。図１０の論理フロー図
は、特徴抽出ステップＳ１３０で利用される一連のステップを示す。特定ステップＳ１３
１は、境界分割ステップＳ１２０からの、図８の線７４で歯茎線に沿って特定された境界
等、第１の境界セクションを、例えば特定する。図１１Ａを参照すると、この第１の境界
曲線は、画像拡張等、形態的画像処理手法を利用して、例えば最初に拡張される。これは
、線７４を拡張し、第１の境界セクション４４を画定する。
【００３１】
　図１０の順序を続けると、後続のサブステップは、図１１Ｂおよび図１１Ｃに示される
ように、第１の境界セクション４４を２つの部分に分割する。図１１Ｂは、線７４の歯茎
組織側に位置するか、またはオーバーラップする、第１の境界セクション４４のその部分
として、第１の部分４６がどのように画定されるかを示す。この部分は、隣接する歯茎領
域で平均値または他の統計値として計算される、グレースケール分散値ＦｅａＵｐｐｅｒ
Ｇｕｍを有する。
【００３２】
　図１１Ｃは、線７４の歯側にオーバーラップする第１の境界セクション４４のその部分
として、第２の部分４８がどのように画定されかを示す。この部分は、隣接する歯領域で
平均値または他の統計値として計算される、グレースケール分散値ＦｅａＵｐｐｅｒＴｏ
ｏｔｈを有する。
【００３３】
　これら画定された領域を前提として、第１の比の計算ステップＳ１３２は、片側の境界
の近傍の歯領域、第２の部分４８の平均グレースケール値と、反対側の境界の近傍の歯茎
領域、第１の部分４６の平均グレースケール値との第１の境界比として計算される値Ｆｅ
ａｔｕｒｅ１をその次に計算し、メモリに記憶する、つまり、
　Ｆｅａｔｕｒｅ１＝ＦｅａＵｐｐｅｒＴｏｏｔｈ／ＦｅａＵｐｐｅｒＧｕｍ
であり、または代替では、その逆数として表現される比である。
　Ｆｅａｔｕｒｅ１ｂ＝ＦｅａＵｐｐｅｒＧｕｍ／ＦｅａＵｐｐｅｒＴｏｏｔｈ
【００３４】
　本開示の文脈において、特定の場所における「近傍」という用語は、境界間との全距離
の３分の１以内、好ましくは、この長さの３分の１よりも近いことを意味する。図９は、
境界間の典型的な距離Ｄを示す。
【００３５】
　図１０の順序を続けると、後続の特定ステップＳ１３３は境界分割ステップＳ１２０か
らの、図８の線７６でバックグラウンドに沿って特定される境界等、第２の境界セクショ
ンを、例えば特定する。図１２Ａを参照すると、この第２の境界カーブは、最初は、画像
拡張等、形態的画像処理手法を利用して、例えば拡張される。これは、線７６を拡張し、
第２の境界セクション５４を画定する。
【００３６】
　第２の比の計算ステップＳ１３４は、片側の境界の近傍の歯領域の平均グレースケール
値と、反対側の境界の近傍のバックグラウンド領域の平均グレースケール値との第２の境
界比をその次に計算し、メモリに記憶する。図１１Ａ、１１Ｂ、および１１Ｃで示される
順序に類似して、図１２Ａ、１２Ｂ、および１２Ｃは、個別の領域がどのように特定され
るか図説する。
【００３７】
　図１０の順序を続けると、後続のサブステップは、第２の境界セクション５４を、図１
２Ｂおよび１２Ｃに示されるように、２つの部分に分割する。図１２Ｂは、第１の部分５
６がどのようにして、線７６の歯組織側にあるか、またはオーバーラップする第２の境界
セクション５４の部分として、画定されるかを示す。この部分は、隣接する歯領域の平均
値または他の統計値として計算される、グレースケール分散値ＦｅａＬｏｗｅｒＴｏｏｔ
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ｈを有する。
【００３８】
　図１２Ｃは、第２の部分５８が、線７６のバックグラウンド側にオーバーラップする、
第２の境界セクション５４の部分として、どのように画定されるかを示す。この部分は、
隣接するバックグラウンド領域の平均値または他の統計値として計算される、グレースケ
ール 分散値ＦｅａＬｏｗｅｒＢａｃｋを有する。
【００３９】
　これら、画定された領域を前提として、第２の比計算ステップＳ１３４は、
　Ｆｅａｔｕｒｅ２＝ＦｅａＬｏｗｅｒＴｏｏｔｈ／ＦｅａＬｏｗｅｒＢａｃｋ
として、計算される値Ｆｅａｔｕｒｅ２を、または代替では、その逆数として表現される
比をその次に計算し、メモリに記憶する。
　Ｆｅａｔｕｒｅ２ｂ＝ＦｅａＬｏｗｅｒＢａｃｋ／ＦｅａＬｏｗｅｒＴｏｏｔｈ
【００４０】
　第３の比計算ステップ図１０のＳ１３６は、第１の境界セクションと第２の境界セクシ
ョンの近傍の歯領域の平均グレースケール値の比をその次に計算し、記憶する。つまり、
　Ｆｅａｔｕｒｅ３＝ＦｅａＵｐｐｅｒＴｏｏｔｈ／ＦｅａＬｏｗｅｒＴｏｏｔｈ
または代替では、その逆数である。
　Ｆｅａｔｕｒｅ３ｂ＝ＦｅａＬｏｗｅｒＴｏｏｔｈ／ＦｅａＵｐｐｅｒＴｏｏｔｈ
【００４１】
　３次元特徴ベクトルまたは類似のデータ構造は、先行するステップから計算された比デ
ータを利用して、特徴ベクトル生成ステップＳ１３８でその次に形成される。生成された
ベクトルは、したがって、第１の境界比、第２の境界比、第３の比を含む。このように形
成される特徴ベクトルは記憶され、歯の表面の分類のために利用され得る。
【００４２】
　３次元ベクトル構成は、Ｆｅａｔｕｒｅ１、Ｆｅａｔｕｒｅ２およびＦｅａｔｕｒｅ３
を、または、その逆数を任意の順番で利用できる。代替では、２次元ベクトルが、［Ｆｅ
ａｔｕｒｅ１，Ｆｅａｔｕｒｅ２］または［Ｆｅａｔｕｒｅ２，Ｆｅａｔｕｒｅ１］を利
用して、形成されることができる。
【００４３】
　選択的ベクトル正規化プロセスは、

等、値μ1～μ3は、プリセット値、つまり、トレーニングデータ集合から計算されたＦｅ
ａｔｕｒｅ１～Ｆｅａｔｕｒｅ３の平均値に対応する、正規化された特徴ベクトルを生成
する。同様に、値σ1～σ3は、プリセット値、つまりトレーニングデータ集合から計算さ
れたＦｅａｔｕｒｅ１～Ｆｅａｔｕｒｅ３の分散に対応する。正規化プロセスは、２次元
特徴ベクトルに対しても類似である。特徴ベクトルは、分類プロセスの入力としてその次
に機能できる。
【００４４】
　分類子ロードステップＳ１４０（図１）は、歯の表面の分類の適切な分類子を、ロード
する。本発明の一実施形態によれば、分類子ロードステップＳ１４０は、このタスクのた
めに、ＰＣＡ（主成分分析）分類子をロードする。主成分分析（ＰＣＡ）は、相関関係が
ある可能性のある観察結果の集合を、主成分と称される線形非相関変数の値の集合に変換
する直交変換を利用する数学的手法である。主成分の数は、初期の変数の数以下である。
ＰＣＡ分類子は、分類子ソフトウェアがテストサンプルセットを利用してトレーニングさ
れることを可能にする、ニューラルネットワーク手法を利用して、典型的に開発される。
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ＰＣＡ分類ツールが、形状および輪郭分類に特に適している一方で、他の分類子の種類は
、代替で利用される可能性がある。分類子が表面の特徴を区別するように、十分にトレー
ニングされると、患者画像は、分類ステップＳ１５０が分析するのに利用するために、そ
の次に記憶される可能性がある。分類は次に、歯画像を、頬側もしくは舌側表面または咬
合面画像のいずれかとして画定する。
【００４５】
　さらに、図１の手続きの順序に従い、図１３に示される展開された論理フローを利用す
ると、特徴ベクトル９０が分類プロセスＳ１５０で処理された後、分類が完了されると、
齲蝕検出ステップＳ１６０はその次に実行される。図１３の論理フローに示されるように
、齲蝕検出ステップＳ１６０は、特定された表面の分類の種類に依存する異なるパラメー
タまたはアルゴリズムを適用する。結果１６２が、平滑面を示すときに、齲蝕検出ステッ
プＳ１６６は、舌側または表面に適用される。結果１６４が荒れた表面を示すときに、齲
蝕検出ステップＳ１６８が、咬合面に適用される。報告ステップＳ１７０は、歯の番号お
よび表面を列挙し、または１つ以上の齲蝕部位を、画像化した歯を示すディスプレイコン
ソール上にハイライト表示する等、齲蝕検出の結果を、例えばその次に報告する。齲蝕検
出ステップＳ１６０は、図１に示される順序に提供された歯の表面の分類を利用できる画
像処理の一種類であることに注意されたい。代替の処理ステップは、歯の外見分析または
画像ビューの分類等、他の方法で歯の表面の分類を利用するために、例えば提供され得る
。
【００４６】
　当業者により認められるように、本発明は、システムの一部が、画像を得て表示するた
め、操作者の命令および入力データを受容するため、ならびに操作者の入力に対して応答
するための命令でプログラムされるコンピュータプログラム製品、または他の制御論理プ
ロセッサ機器を利用して実行される、システムまたは方法として実施されてもよい。した
がって、本発明の実施形態は、全体にハードウェアの実施形態の形態であってもよく、ま
たは、本明細書で「回路」または「システム」としてすべて概して称されてもよい、ソフ
トウェアとハードウェアの態様を組み合わせる実施形態であってもよい。さらには、本発
明の一部は、コンピュータ可読記憶媒体に実施される、１つ以上のコンピュータまたはホ
ストプロセッサで実行される命令を伴う、コンピュータプログラム製品の形式をとっても
よい。この媒体は、磁気ディスク（ハードドライブもしくは記憶ディスク等）もしくは磁
気テープ等の磁気記憶媒体；光学ディスク、光学テープ、もしくは機械可読なバーコード
等の光学記憶媒体；半導体ハードドライブ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）もしくは
読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）等の半導体記憶機器；またはコンピュータプログラムを記
憶するのに利用される任意の他の物理的機器もしくは媒体を、例えば含んでもよい。本発
明の方法を実行するコンピュータプログラムは、インターネットまたは他の通信媒体でホ
ストプロセッサと接続されるコンピュータ可読媒体に記憶されてもよい。
【００４７】
　本開示の文脈では「コンピュータアクセス可能メモリ」と均等である「メモリ」という
用語は、例えばデータベースを含む、画像データを記憶し操作するために使用され、コン
ピュータシステムにアクセス可能である任意の種類の一時的またはより永続的なデータ記
憶ワークスペースを指すことができることに注意されたい。メモリは、磁気記憶または光
学記憶等、長期間記憶媒体を例えば利用した、非揮発性であり得る。代替では、メモリは
、マイクロプロセッサまたは他の制御論理プロセッサ機器で、一時バッファまたはワーク
スペースとして利用されるランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等、電子回路を利用する、
より揮発性であり得る。表示データは、表示機器と直接的に関連し、表示されるデータを
提供するために、必要に応じて定期的にリフレッシュされる、一時記憶バッファに例えば
典型的に記憶される。この一時記憶バッファも、この用語が本開示で使用されるときには
、メモリとして見なすことができる。メモリは、計算および他の処理の中間結果および最
終結果を実行し、記憶するためのデータワークスペースとしても利用される。コンピュー
タアクセス可能メモリは、揮発性、非揮発性、または揮発性および非揮発性のタイプのハ
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【００４８】
　当業者は、そのようなコンピュータプログラムの同等なものがハードウェアの内に構成
されてもよいことを直ちに認識するであろう。コンピュータ利用可または可読媒体は、例
えば紙または他の媒体の光学的スキャンを経由して命令が電子的に捕捉されることが可能
で、その次にコンパイルされ、解釈され、または必要ならば好適な方式で処理され、コン
ピュータのメモリにその次に記憶されるので、実行可能命令がその上にプリントされる紙
または別の好適な媒体であってもよい。本明細書の文脈では、コンピュータ利用可または
コンピュータ可読媒体は、命令実行システム、装置、または機器で、または関連して使用
されるコンピュータ命令を含み、記憶し、通信し、伝搬し、転送することが可能な任意の
媒体であってもよい。
【００４９】
　本発明は１つ以上の実装について説明されたが、添付の請求項の趣旨および範囲を逸脱
せずに、説明した例に変更および／または修正を行うことができる。さらに、複数の実装
のうちの１つのみについて本発明の特定の特徴が開示されたが、そのような特徴は、任意
の所与のまたは特定の機能にとって所望され、かつ優位性が有り得るように他の実装の１
つ以上の他の特徴と組み合わせることができる。
【００５０】
　「～のうちの少なくとも１つ」という用語は、列挙されたアイテムのうちの１つ以上が
選択可能であることを意味するように使用される。「約」という用語は、変更が説明され
た本実施形態に対してプロセスまたは構造で不適合とならない限りにおいて、列挙された
値が幾分変更され得ることを示す。最後に、「例示的」は、理想であることを意味するの
ではなく、説明が例として利用されることを示す。

【図１】 【図２】

【図３】
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